
（令和２年９月２９日 ６年生配付） 

枚方市
ひらかたし

教育
きょういく

委員会
いいんかい

 

 

タブレット端末
たんまつ

を利用
りよう

するにあたっての注意
ちゅうい

事項
じこう

 

（児童
じどう

のみなさん・保護者
ほ ご し ゃ

の方は、必
かなら

ずお読
よ

みください） 

 

 学習
がくしゅう

内容
ないよう

をよく理解
りかい

し、より豊
ゆた

かな学
まな

びにするために、タブレット端末
たんまつ

を貸出
かしだ

します。タブレット端末
たんまつ

は学習
がくしゅう

す 

る上
うえ

で有効
ゆうこう

なものであり、みなさんの学習
がくしゅう

に役立
やくだて

てるための道具
どうぐ

となります。とても便利
べんり

な道具
どうぐ

ですが、使用
しよう

上
じょう

のル 

ールをしっかり守ってタブレット端末
たんまつ

を活用
かつよう

しましょう。 

 

１．目的
もくてき

 

枚方市
ひらかたし

から貸
か

し出
だ

すタブレット端末
たんまつ

は、学習
がくしゅう

活動
かつどう

のために使
つか

うことが目的
もくてき

です。 

２．使用
しよう

ルール 

・学習
がくしゅう

活動
かつどう

に関
かか

わること以外
いがい

に使
つか

わないこと 

・学校
がっこう

・家庭
かてい

学習
がくしゅう

以外
いがい

では使用
しよう

しないこと 

・校内
こうない

での使用
しよう

や授 業 中
じゅぎょうちゅう

での使用
しよう

は、先生
せんせい

の指示
し じ

に従
したが

うこと 

・登
とう

下校中
げこうちゅう

はカバンの中
なか

に入
い

れ、使用
しよう

しないこと 

・家庭
かてい

で使用
しよう

する際
さい

、Wi-Fi環境
かんきょう

がある場合
ばあい

は、家庭
かてい

の Wi-Fiに接続
せつぞく

して使用
しよう

していただいてかまいません。 

(LTE通信
つうしん

は月
つき

７GBまでの制限
せいげん

があるため、ご家庭
かてい

のWi-Fi環境
かんきょう

に優先
ゆうせん

して接続
せつぞく

し、使用
しよう

していただいてもかまいません。) 

・使用
しよう

時間
じかん

等
とう

利用
りよう

にあたって、ご家庭
かてい

でよく話
はな

し合
あ

い、長時間
ちょうじかん

使用
しよう

することなく、細
こま

かく休憩
きゅうけい

しながら使
つか

うなど、 

しっかりルールを決めること 例
れい

： 19:00～21:00 宿題
しゅくだい

をするためになど 

・紛失
ふんしつ

、盗難
とうなん

、落下
らっか

、水没
すいぼつ

などしないように十分
じゅうぶん

気
き

を付
つ

けること 

・落書
らくが

きや傷
きず

をつける行為
こうい

は絶対
ぜったい

にしないこと（弁償
べんしょう

をお願
ねが

いすることがあります。） 

・カメラで勝手
かって

に写真
しゃしん

を撮
と

って保存
ほぞん

等
など

、しないこと 



・タブレット端末
たんまつ

の設定
せってい

を勝手
かって

に変更
へんこう

しないこと 

・自宅
じたく

のパソコンとタブレット端末
たんまつ

を接続
せつぞく

しないこと 

・タブレット端末
たんまつ

を使用
しよう

するにあたり、上
じょう

記
き

のルール等
など

、目的
もくてき

外
がい

での使用
しよう

や決
き

まりが守
まも

られない場合
ばあい

は、タブレット

端末
たんまつ

の返却
へんきゃく

や全体
ぜんたい

への使用
しよう

の制限
せいげん

をすることがあります。 

・家庭
かてい

で充電
じゅうでん

を行
おこな

うこと 

・不具合
ふ ぐ あ い

やタブレットが動
うご

かなくなった場合
ばあい

以外
いがい

は電源
でんげん

を消
け

さない。 

３ 安全
あんぜん

な使用
しよう

について 

・インターネットには制限
せいげん

がかけられていますが、もしも、怪
あや

しいサイトに入
はい

ってしまった時
とき

にはすぐに退室
たいしつ

し、保護者
ほ ご し ゃ

 

へ知
し

らせること（万
まん

が一
いち

、タブレット端末
たんまつ

を利用
りよう

するのに支障
ししょう

が生
しょう

じたら学校
がっこう

へ連絡
れんらく

ください。） 

・自分
じぶん

や他人
たにん

の個人
こじん

情報
じょうほう

（名前
なまえ

、住所
じゅうしょ

、電話番号
でんわばんごう

、写真
しゃしん

など）はインターネット上
うえ

には絶対
ぜったい

に上
あ

げないこと（賠償
ばいしょう

責任
せきにん

など、学校
がっこう

で解決
かいけつ

できない問題
もんだい

になり、保護者
ほ ご し ゃ

の責任
せきにん

になる場合
ばあい

があります。） 

４ 不具合
ふ ぐ あ い

や故障
こしょう

について 

・タブレット端末
たんまつ

本体
ほんたい

やインターネットが使
つか

えなくなり、再起動
さいきどう

しても元
もと

に戻
もど

らないときは、学校
がっこう

へ連絡
れんらく

すること 

・タブレット端末
たんまつ

の故障
こしょう

時
じ

は速
すみ

やかに学校
がっこう

へ連絡
れんらく

すること 

・紛失
ふんしつ

・盗難
とうなん

の場合
ばあい

は、必
かなら

ず警察
けいさつ

へ届
とど

け出
で

をし、学校
がっこう

へ報告
ほうこく

すること 

５ その他
た

 

・卒業
そつぎょう

・転出
てんしゅつ

(市内
しない

・市外
しがい

)する際
さい

は、在学
ざいがく

していた学校
がっこう

に返却
へんきゃく

すること 

・故意
こ い

または、過失
かしつ

等
とう

により、タブレット端末
たんまつ

が使用
しよう

できない状態
じょうたい

になった場合
ばあい

は、修理
しゅうり

等
とう

の代金
だいきん

のお支払
しはら

いをお願
ねが

いすることがありますので、十分
じゅうぶん

ご注意
ちゅうい

ください。 

・学校
がっこう

へ同意書
どういしょ

の提
てい

出
しゅつ

をもって、貸与
たいよ

の条件
じょうけん

となります。 

６．樟
くず

葉南
はみなみ

小学校
しょうがっこう

のタブレット端末
たんまつ

使用
しよう

に関
かん

するルール 

 （別
べつ

で配
はい

付
ふ

しています。） 

（今後、６年生以外にも配付されることになりますので、説明にふりがなが記入されています。） 


